
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

日
本
鉄
道
建
設
公
団
の
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
業
務
に
係
る
収
入
を
も
っ
て
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
工
事
に
要
す

る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
て
算
定
さ
れ
る
額
に
関
す
る
規
定
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）

第
二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



政
令
第

号

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
同
法
第
二
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
二
条
第
八
項
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

建
設
線
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
の
営
業
の
開
始
に
よ
り
当
該
建
設
線
の
営
業
主
体
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る

こ
と
と
な
る
鉄
道
事
業
に
係
る
路
線
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
に
お
い
て
新
た
に
他
の
者
が
鉄
道
事
業
を
開
始
す
る
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
区
間
に
係
る
鉄
道
線
路
を
使
用
す
る
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
が
支
払
う
使
用
料
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り

公
団
が
必
要
な
調
整
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
第
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

分
の
間
、
同
号
に
掲
げ
る
額
に
公
団
が
講
ず
る
当
該
調
整
措
置
に
要
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

附

則



こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

日
本
鉄
道
建
設
公
団
の
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
業
務
に
係
る
収
入
を
も
っ
て
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
も
の
と
し
て
算
定
さ
れ
る
額
に
関
す
る
規
定
の
特
例
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




